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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第89期

第１四半期
連結累計期間

第90期
第１四半期
連結累計期間

第89期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 37,730 41,276 178,324

経常利益 (百万円) 1,323 1,591 6,605

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純利益

(百万円) 933 1,085 4,539

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,420 34 6,406

純資産額 (百万円) 62,001 65,917 66,495

総資産額 (百万円) 103,302 114,328 121,187

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 36.99 43.00 179.85

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 58.7 56.6 53.9
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営

指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証

券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。　

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析　

当第１四半期連結累計期間における国内経済は、堅調な企業収益を背景に設備投資の増加や雇用情勢の改善が

みられるなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、海外経済は、米国の貿易政策の動向など、依然と

して先行き不透明な状況が続いております。

当社企業グループは、ＡＩ（人工知能）・ＩoＴ（モノのインターネット）時代を迎え、製造現場の生産性向

上に対する要望に応えるべく、グループ各社の技術を結集し、ロボットを含む製造ラインや設備機械を機能的に

連動させる「Ｍ２Ｍ(機械間通信)システム技術」の向上に注力しております。加えて、エンベデッド等ＩoＴ関

連の品揃えの更なる充実を図り、「Ｍ２Ｍに強い立花エレテックグループ」を目指してまいります。

このような取り組みの中で、半導体・液晶製造装置関連並びに自動車関連の積極的な設備投資需要を背景に、

ＦＡシステム事業は堅調に推移いたしました。また、半導体デバイス事業についても、世界的な半導体需要拡大

の影響を受け、好調に推移いたしました。施設事業におきましても人材先行投資の成果が現れ、好調に推移いた

しました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高412億76百万円（前年同期比9.4％増）、営業利益13億

25百万円（前年同期比13.5％増）、経常利益は15億91百万円（前年同期比20.2％増）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は10億85百万円（前年同期比16.3％増）となりました。

 
セグメント別については以下のとおりであります。

　

〔ＦＡシステム事業〕

売上高:236億65百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益:８億71百万円（前年同期比11.8％増）

ＦＡシステム事業は、Ｍ２Ｍ(機械間通信)ビジネスを強力に推進するとともに、「地域のサービスレベルの均

一化」への取り組みを徹底し、また、「自社保有技術によるシステムソリューションビジネス強化」へ取り組む

中で、産業用ロボットを活用したシステム提案型ビジネスへ注力してまいりました。そのような中、半導体・液

晶製造装置関連並びに自動車関連の設備投資需要を背景とし、好調に推移いたしました。

ＦＡ機器分野は、プログラマブルコントローラー、ＡＣサーボ及び配電制御機器が堅調に推移いたしました。

また、産業機械分野は、レーザー加工機及び製造ライン向け自動化設備が伸長いたしました。産業デバイスコン

ポーネント分野は、子会社の高木商会と大電社の主力製品であるコネクターを始めとした電子部品やタッチパネ

ルモニターが伸長いたしました。また、鉄鋼プラント向けの工場設備の受注が売上に貢献し、当事業全体の売上

高は、前年同期比8.9％の増加となりました。

　

〔半導体デバイス事業〕

売上高:138億73百万円（前年同期比11.6％増）、営業利益:５億39百万円（前年同期比13.8％増）

半導体デバイス事業は、世界的な半導体需要が拡大する中、メーカーとの良好な信頼関係に基づき安定的に供

給責任を果たし、顧客の技術的ニーズに応えることにより、売上は好調に推移いたしました。

半導体分野は、民生分野向けにパワーモジュール及びマイコンが好調に推移するとともに、ロジックＩＣ及び

アナログＩＣ等が好調に推移いたしました。電子デバイス分野は、民生分野向けメモリーカードが減少したもの

の、全体では好調に推移し、当事業全体の売上高は、前年同期比11.6％の増加となりました。
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〔施設事業〕

売上高:27億58百万円（前年同期比11.6％増）、営業損失：76百万円（前年同期は69百万円の損失）

施設事業は、「C.C.J2200」の展開として首都圏・中部圏を中心に人材先行投資の成果が現れ、好調に推移い

たしました。

設備用パッケージエアコンとビル用マルチエアコンが好調に推移するとともに、受配電設備が伸長いたしまし

た。加えて、注力してきたＬＥＤ照明が好調に推移したため、当事業全体の売上高は、前年同期比11.6％の増加

となりました。

 
〔その他〕

売上高:９億78百万円（前年同期比11.3％減）、営業損失:８百万円（前年同期は15百万円の損失）

ＭＭＳ分野は、立体駐車場向け金属部材が好調に推移いたしました。ＥＭＳ分野は、自動車関連向け電子機器

製造受託の案件が伸長したものの、介護ベッド関連向けが減少いたしました。

その結果、その他事業全体の売上高は、前年同期比11.3％の減少となりました。

 
(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、1,143億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ68億59

百万円減少いたしました。

流動資産は882億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ55億12百万円減少いたしました。この主な増減

は、現金及び預金の減少23億97百万円、受取手形及び売掛金の減少40億47百万円、たな卸資産の増加16億80百万

円であります。

固定資産は260億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億46百万円減少いたしました。この主な増減

は、投資有価証券の減少11億９百万円であります。

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、484億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ62億81百

万円減少いたしました。

流動負債は461億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ59億23百万円減少いたしました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金の減少42億79百万円、未払法人税等の減少８億42百万円、賞与引当金の減少７億82百万

円であります。

固定負債は22億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億57百万円減少いたしました。

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は659億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億77百

万円減少いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加４億79百万円、その他有価証券評価差額金の減少７

億77百万円、為替換算調整勘定の減少２億74百万円であります。

　

(3) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社企業グループにおける経営方針・経営戦略等に重要な変更はありま

せん。

 
(4) 対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社企業グループにおける事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下、「基本方針」とい

う。）を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

　会社の支配に関する基本方針

 
Ⅰ．基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保し、向上に資する者が望ましいと考えております。

しかしながら、当社の支配権の移転を伴う買付提案の中には、株主の皆様が買付の条件等について検討する

ことや当社取締役会が代替案を提案するために必要な時間や情報を提供しないものなど、株主共同の利益を毀

損しかねないものも考えられます。
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このような大規模買付者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判

断します。

将来当社が、このような濫用的な買収行為の対象となった場合、当社や株主の皆様の利益に資するものであ

るか否かを株主の皆様に合理的かつ適切に判断していただくためには、事前警告型買収防衛策として「当社株

式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」という。）を導入し、当社取締役

会は大規模買付者との交渉に必要かつ十分な機会を確保することが重要であると考えております。

 
Ⅱ．本プランの概要

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、大規模買付

者の議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為に関する事前警告型の買収対応策で

す。

大規模買付者には、予め本プランに定められたルール（以下、「大規模買付ルール」という。）に従ってい

ただくことといたします。

大規模買付ルールは、株主の皆様に合理的かつ適切なご判断をしていただくための情報を提供するため、大

規模買付行為が実行される前に、当社取締役会が、大規模買付行為の評価・検討を行う上で必要かつ十分な情

報（以下、「大規模買付情報」という。）の提供を大規模買付者に求め、当社取締役会による一定の評価期間

が経過した後に、大規模買付行為を開始することを認める、というものです。

なお、当社取締役会は、本プランを適正に運用するとともに恣意的な判断がなされることを防止するため、

当社取締役会から独立した特別委員会を設置し、同委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権無償割当

ての発行等その時点で最も適した対抗措置を発動するか否かについて、決議するものとします。

従って、本プランは、株主共同の利益を損なうものではないとともに、役員の地位の維持を目的とするもの

ではないと判断しております。

 

Ⅲ．本プランの合理性

１. 買収防衛策に関する指針の要件の充足

本プランは、経済産業省及び法務省により策定・公表された「企業価値・株主共同の利益の確保または向

上のための買収防衛策に関する指針」、経済産業省の企業価値研究会により策定・公表された「近時の諸環

境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」並びに東京証券取引所の有価証券上場規程第440条に定める買収防

衛策の導入に係る尊重事項を踏まえ、これらの指針等を充足する設計としております。

 

２. 株主総会決議による導入と有効期間等を定めたサンセット条項の設定

本プランは、株主の皆様の意思を尊重するために、株主総会のご承認を経て導入されるものであり、本プ

ランの決定機関を明確にするために、当社定款に本プランの導入等の決定機関を定めております。

本プランの有効期間につきましても、平成28年６月29日開催の当社第87回定時株主総会において、株主の

皆様のご承認をいただいた時から、承認後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までと定めております。

なお、本プランが有効期間中であっても当社取締役会もしくは当社株主総会の決議によって、本プランを

廃止できるものとしております。

 

３. 特別委員会の意見の最大限の尊重

当社取締役会は、大規模買付者が提出した大規模買付情報が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保し、向上させるものであるか否かの判断について、当社取締役会によって恣意的な判断がなされること

を防止するため、当社取締役会から独立した特別委員会の意見を最大限尊重いたします。

 

４. 対抗措置の発動における株主意思の反映機会の確保

大規模買付行為に対する対抗措置の発動は、原則として取締役会の決議により決定いたしますが、株主の

皆様の意思を尊重するために、株主確認総会のご承認を経て対抗措置の発動または発動しないことを決定す

ることもできるものとし、当社定款に対抗措置の発動に関する決定機関を定めております。
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５．デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、取締役会によりいつでも廃止または変更することができるものとされておりますので、いわ

ゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収

防衛策）ではありません。

また、当社は取締役の任期を１年としているため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもあり

ません。

 
※本プランの詳細については、当社ホームページ（http://www.tachibana.co.jp/）に掲載しております。

 

(5) 研究開発活動　

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 96,000,000

計 96,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年８月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 26,025,242 26,025,242
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であり
ます。

計 26,025,242 26,025,242 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年６月30日 ― 26,025 ― 5,874 ― 5,674
 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30年６月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 786,800
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

251,634 ―
25,163,400

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
75,042

発行済株式総数 26,025,242 ― ―

総株主の議決権 ― 251,634 ―
 

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権１個)が含まれており

ます。

 

② 【自己株式等】

  平成30年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式） 大阪市西区西本町
１丁目13番25号

786,800 ― 786,800 3.02
株式会社立花エレテック

計 ― 786,800 ― 786,800 3.02
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成

30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 15,705 13,307

  受取手形及び売掛金 ※  63,893 ※  59,846

  有価証券 200 200

  たな卸資産 11,743 13,424

  その他 2,299 1,549

  貸倒引当金 △60 △58

  流動資産合計 93,782 88,269

 固定資産   

  有形固定資産 5,338 5,307

  無形固定資産 285 276

  投資その他の資産   

   投資有価証券 20,703 19,593

   その他 1,161 965

   貸倒引当金 △83 △84

   投資その他の資産合計 21,782 20,475

  固定資産合計 27,405 26,058

 資産合計 121,187 114,328

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※  43,625 ※  39,345

  短期借入金 1,644 1,633

  未払法人税等 1,346 503

  賞与引当金 1,364 581

  その他 4,054 4,046

  流動負債合計 52,035 46,111

 固定負債   

  長期借入金 45 42

  退職給付に係る負債 71 63

  その他 2,540 2,194

  固定負債合計 2,657 2,299

 負債合計 54,692 48,410
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,874 5,874

  資本剰余金 6,240 6,240

  利益剰余金 46,722 47,202

  自己株式 △892 △893

  株主資本合計 57,944 58,423

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6,375 5,598

  繰延ヘッジ損益 △5 0

  為替換算調整勘定 347 73

  退職給付に係る調整累計額 599 576

  その他の包括利益累計額合計 7,317 6,249

 非支配株主持分 1,233 1,243

 純資産合計 66,495 65,917

負債純資産合計 121,187 114,328
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 37,730 41,276

売上原価 32,603 35,736

売上総利益 5,126 5,539

販売費及び一般管理費 3,958 4,214

営業利益 1,167 1,325

営業外収益   

 受取利息 21 22

 受取配当金 136 168

 為替差益 14 95

 その他 42 39

 営業外収益合計 214 326

営業外費用   

 支払利息 4 5

 売上割引 42 44

 その他 10 10

 営業外費用合計 58 59

経常利益 1,323 1,591

特別利益   

 固定資産売却益 42 －

 特別利益合計 42 －

税金等調整前四半期純利益 1,366 1,591

法人税等 412 488

四半期純利益 954 1,103

非支配株主に帰属する四半期純利益 20 17

親会社株主に帰属する四半期純利益 933 1,085
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 954 1,103

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 645 △777

 繰延ヘッジ損益 1 6

 為替換算調整勘定 △170 △274

 退職給付に係る調整額 △9 △23

 その他の包括利益合計 466 △1,068

四半期包括利益 1,420 34

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,399 17

 非支配株主に係る四半期包括利益 21 17
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

(追加情報)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

 ※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

 なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　また、当第１四半期連結会計期間末日約定決済の以下の売掛金及び買掛金が、四半期連結会計期間末残高に含ま

れております。

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

受取手形 1,974百万円 1,596百万円

支払手形 1,982百万円 1,896百万円

売掛金 748百万円 762百万円

買掛金 5,010百万円 3,549百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

減価償却費 95百万円 91百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

 

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月29日
取締役会

普通株式 378 15 平成29年３月31日 平成29年６月12日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

 

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月28日
取締役会

普通株式 605 24 平成30年３月31日 平成30年６月11日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

       (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業
施設事業 計

売上高         

外部顧客への売上高 21,728 12,426 2,471 36,626 1,103 37,730 － 37,730

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 21,728 12,426 2,471 36,626 1,103 37,730 － 37,730

セグメント利益又は損失(△)

(営業利益又は営業損失(△))
779 474 △69 1,183 △15 1,167 － 1,167

 

（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ＭＳ事業」を含んでおります。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

       (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業
施設事業 計

売上高         

外部顧客への売上高 23,665 13,873 2,758 40,297 978 41,276 － 41,276

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 23,665 13,873 2,758 40,297 978 41,276 － 41,276

セグメント利益又は損失(△)

(営業利益又は営業損失(△))
871 539 △76 1,334 △8 1,325 － 1,325

 

（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ＭＳ事業」を含んでおります。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

 １株当たり四半期純利益金額 36円 99銭 43円 00銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 933 1,085

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
益金額(百万円)

933 1,085

   普通株式の期中平均株式数(千株) 25,239 25,238
 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【その他】

平成30年５月28日開催の取締役会において、第89期期末配当に関し次のとおり決議いたしました。

①配当金の総額 605百万円

②１株当たりの金額 24円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成30年６月11日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年８月８日
 

株式会社立花エレテック

取締役会　御中
 

 

有限責任監査法人トーマツ 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井　　上　　嘉　　之 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 矢　　倉　　幸　　裕 印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社立

花エレテックの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月

１日から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社立花エレテック及び連結子会社の平成30年６月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

(注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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